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2025年に向けた医療機関毎の具体的な対応方針と

施設整備に対する財政支援制度について

資料２－１

①今年度以降の取組方針について（第1回調整会議から変更あり）

②2025年に向けた医療機関毎の具体的な対応方針（今後の協議の進め方）

③公立・公的医療機関等に求める再検証の内容について
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今年度以降の方向性について（第1回調整会議からの変更点）

昨年度の取組状況

○病床機能の見える化の取組については、各医療機関の協力を得て調査を実施
し、入院患者の病態により、病床単位で分類すると、病床機能報告のように
大幅な急性期過剰という状況はなく、必要病床数に近い運用実態であること
が確認された（定量的基準の推計）。

○調査結果を踏まえ、病床機能報告の具体的な医療の内容の状況をもとに病床
単位で推計することで、今後の推移を確認していくこととした。

①今年度以降の取組方針について

病床機能報告と定量的基準に基づく推計の実施
○９月頃に確報値が公表予定となっていることから、秋頃に開催予定の会議に
おいて、各医療機関の報告結果と昨年度協議した定量的基準に基づく推計結
果を報告することとしていたが、厚生労働省からのデータ提供の遅れにより
平成30年度病床機能報告の公表と病床機能の推計が遅れている。

○第3回調整会議（1～2月実施予定で調整中）以降に報告見込み。
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今後のスケジュールについて

令和元年度 令和2年度
7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

保健医療
計画改定
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

地域医療
構想調整
会議

地域
課題

病床機能
報告

具体的
対応方針

再検証

全体会議や部会の開催
（圏域毎に回数等を検討）

医師確保計画・外来医療計画
策定に向けた分析・検討等

素案作成

一部
改定

在宅医療計画中間見直し
に向けた分析・検討等

素案作成

一部
改定

現状把握のための
委託調査の実施等

現状把握のための
委託調査の実施等

意見
聴取

地域課題の抽出・検討等（検討内容は各圏域で決定する）

H30年度
結果公表
(11月頃)

R1年度
結果公表
(9月頃)

情報の更新等

定量基準による
推計結果報告

情報の更新等

定量基準による
推計結果報告

協議の
実施

協議の
実施

※令和2年度のスケジュールについては、現時点の想定であり、今後変更になる可能性があります。

☆第2回
全体会議

(11月19日)

☆
全体会議
(11月頃)

意見
聴取

見直しの必要性について検討 見直し内容の検討等（見直す場合）

第1回
全体会議
(8月21日)

第3回
全体会議

(1月～2月頃)
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御協力いただいた調査内容

• 2025年を見据えた役割(5疾病5事業及び在宅医療等)
• 2025年における病床機能（予定）
• 2025年に向けた施設設備に当たる補助金の活用予定
• 過剰な病床機能への転換理由等(該当医療機関のみ)

個別医療機関ごとの
具体的対応方針に関すること

• 稼働していない理由
• 非稼働病棟の今後の運用
見通しに関する計画

病床がすべて稼働して
いない病棟に関すること

「地域医療構想の進め方について」（平成30年2月7日医政地発0207第1号）抜粋

地域医療構想の達成に向けて、「個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策
定に向けて、2年間程度で集中的な検討を促進する」こととされていることを踏まえ、都道府県にお
いては、毎年度この具体的対応方針をとりまとめること。
この具体的対応方針のとりまとめには、地域医療構想調整会議において、平成37(2025)年におけ

る役割・医療機能ごとの病床数について合意を得た全ての医療機関の
① 平成37(2025)年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 平成37(2025)年に持つべき医療機能ごとの病床数

を含むものとすること。
なお、平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、各都道府県における

具体的対応方針のとりまとめの進捗状況についても考慮することとする。

②2025年に向けた医療機関毎具体的な対応方針

出典：平成30年度第4回印旛圏域調整会議提示資料より
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• 地域医療構想達成に向けて過剰とされている病床機能への転換
や増床が、直ちに否とされるものではない。

• あくまで現時点で考えられる役割・機能であり、2025年に向け
て地域の実情に応じて随時見直されることも想定している。

地域において協議し合いながら合意を得ていくことが重要

本調査の位置づけについて

本会議において、取りまとめた調査結果を資料等により提示し協議し合ったことで、
地域医療構想調整会議にて、
「2025年における役割・医療機能ごとの病床数について合意を得た」
ものとして国に報告し、求められている議題への対応とする。

平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たり、各都道府県における具
体的対応方針のとりまとめの進捗状況 についても国から考慮される。

出典：平成30年度第4回印旛圏域調整会議提示資料より
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具体的対応方針の今後の協議の進め方

方針の
策定状況

状況 対応

策定済 役割・機能を変更する場合 変更内容及び理由の報告を依頼する

未策定 新規開設等により未策定の場合 対応方針の策定を依頼する

基本方針①昨年度作成した一覧表を時点更新して、毎年度、確認をしていく。
また、国から具体的対応方針の再検証が要請された公的病院等(注に
ついても、再検証の結果、方針変更をする場合は一覧表を更新する。

基本方針②病棟の建替え等の施設整備については、今後の方針への影響が想定
されるため、一覧表の更新と併せて、整備計画を情報共有していく。

状況 対応

公立病院
(病院事業)

(1) 新築・増改築を行う場合
(2) 機能変更を伴う内部改修等

整備計画書の提出を依頼するとともに、
(1)の場合は会議での説明を依頼する

その他 機能変更を伴う施設整備 整備計画書の提出を依頼する

注）国で検討されている「具体的対応方針の再検証」の概要は、次頁以降を参照
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施設整備に対する財政支援

財政支援 対象 国からの求め

特別交付税措置 公立病院
（病院事業）

地域医療構想との整合性や計画に対する
会議での協議・確認が求められている。

施設整備補助金
(地域医療介護総合確保基金)

補助対象医療機関 会議において調整を行い、具体的な整備
計画が定まった事業を優先して、基金配
分額の調整を行うこととしている。

特別償却制度
【新制度】

青色申告書を
提出する医療機関

施設整備によりいずれかの機能の病床が
増床することについて、会議で確認する
ことが求められている。

施設整備に対する財政支援について

「具体的対応方針の今後の協議の進め方」の基本方針②で記載した整備計画書

の提出をもって、必要な協議・確認とする。

医療機器（全身用MRI,CT）の購入については、これまでも特別償却の対象と
されていたが、今年度以降、使用頻度が一定基準以下の更新、共同利用しない
新規（追加）購入については地域医療構想調整会議で確認が必要となった。
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③公立・公的医療機関等に求める再検証の内容について

（出典）令和元年9月6日「第23回地域医療構想に関するワーキンググループ」資料2から抜粋
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再検証の対象となる公立・公的医療機関等について

（出典）令和元年9月6日「第23回地域医療構想に関するワーキンググループ」資料3から抜粋
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具体的対応方針の再検証に当たっての留意点等について

（出典）令和元年9月26日「第24回地域医療構想に関するワーキンググループ」資料2から抜粋
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具体的対応方針の再検証に当たっての留意点等について②

（出典）令和元年9月26日「第24回地域医療構想に関するワーキンググループ」資料2から抜粋
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具体的対応方針の再検証の要請先について（暫定版）

医療圏名 各医療機関名

千葉 千葉県千葉リハビリテーションセンター
独立行政法人国立病院機構千葉東病院
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院
千葉市立青葉病院

香取海匝 銚子市立病院
国保多古中央病院

山武長生夷隅 東陽病院

安房 南房総市立富山国保病院
鴨川市立国保病院

君津 国保直営君津中央病院 大佐和分院

※今後、厚生労働省で引き続き精査をするにあたり、再検証要請医療機関が
追加される可能性がある。

令和元年９月２６日に開催された国のワーキンググループでは、以下の１０病院
が再検証の対象として公表されている。
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今後の対応について（暫定）

○ 国から出される通知内容や提供される分析結果等を踏まえ、対
象となる病院において具体的対応方針の再検証を実施する。

○ 各病院における再検証結果について、地域医療構想調整会議に
おいて議論を進めていく。

○ なお、国は平成29年度病床機能報告のデータを用いて、全国一
律の基準により分析をしていることから、地域における検討に
当たっては、以下の点についても留意が必要と考えている。

• 地域医療構想調整会議におけるこれまでの議論状況
※ ダウンサイジングや一部又は全部機能の転換について合意を得ている病院が含
まれている。

• 各病院等における見直し検討状況
※ 各病院等において、今後担う役割や機能についての見直し検討を既に開始して
いる病院が含まれている。

• 分析対象となっていない診療の提供状況
※ 国の分析は、H29.6月分の診療実績のうち、特定の項目のみを対象に行っており、
すべての診療実績が考慮されている訳ではない。
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現状」
と「今後の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期
機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する
機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、
小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に
高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリ
テーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ
フィー患者又は難病患者等を入院させる機能

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハ
ビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期
機能を選択できる。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を
提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択する
こと。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役
割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択すること。

病床機能報告における４医療機能について参考
資料
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具体的対応方針の再検証における「再編統合等」について

（出典）令和元年9月6日「第23回地域医療構想に関するワーキンググループ」資料2から抜粋

参考
資料


